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令和８年度高槻市国民健康保険特別会計予算
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議案第 ３３ 号 

 

令和８年度高槻市国民健康保険特別会計予算 

 

 

    令和８年度高槻市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算）                                                                                                             

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,547,474 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 500,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用   

                                                                                                                                 

   

   令和 ８ 年 ２ 月２５日提出 

                                                                                          高槻市長  濱 田 剛 史 

－3－
－3－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険料 ６，５１９，３９２     

 1 国民健康保険料 ６，５１９，３９２     

 2 一部負担金 ２     

 1 一部負担金 ２     

 3 使用料及び手数料 １     

 1 手数料 １     

 4 国庫支出金 １０     

 1 国庫補助金 １０     

 5 府支出金 ２２，８８５，７４９     

 1 府補助金 ２２，８８５，７４９     

 6 繰入金 ３，０６７，３１５     

 1 一般会計繰入金 ３，０６７，３１５     

 7 諸収入 ７５，００５     

 1 延滞金及び過料 ２     

 2 雑入 ７５，００３     

３２，５４７，４７４     

金 額

歳 入 合 計

－4－
－4－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険料 ６，５１９，３９２     

 1 国民健康保険料 ６，５１９，３９２     

 2 一部負担金 ２     

 1 一部負担金 ２     

 3 使用料及び手数料 １     

 1 手数料 １     

 4 国庫支出金 １０     

 1 国庫補助金 １０     

 5 府支出金 ２２，８８５，７４９     

 1 府補助金 ２２，８８５，７４９     

 6 繰入金 ３，０６７，３１５     

 1 一般会計繰入金 ３，０６７，３１５     

 7 諸収入 ７５，００５     

 1 延滞金及び過料 ２     

 2 雑入 ７５，００３     

３２，５４７，４７４     

金 額

歳 入 合 計

－4－

    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ６０１，１７７     

 1 総務管理費 ６００，６２４     

 2 運営協議会費 ５５３     

 2 保険給付費 ２２，５９２，２１２     

 1 療養諸費 １９，１９６，４６４     

 2 高額療養費 ３，２２６，２０５     

 3 移送費 １０     

 4 出産育児諸費 ７６，５３３     

 5 葬祭諸費 ２２，０００     

 6 精神・結核医療給付費 ７１，０００     

 3 保健事業費 ３４０，５９６     

 1 特定健康診査等事業費 ２５６，３７４     

 2 保健事業費 ８４，２２２     

 4 国民健康保険事業費納付金 ８，９３２，３８８     

 1 医療給付費分 ６，２０２，０４３     

 2 後期高齢者支援金等分 １，９０１，８７１     

 3 介護納付金分 ６５３，０８１     

金 額

－5－
－5－



(単位：千円)

款 項

 4 子ども・子育て支援納付金分 １７５，３９３     

 5 公債費 １００     

 1 公債費 １００     

 6 諸支出金 ５１，００１     

 1 償還金及び還付加算金 ５１，０００     

 2 延滞金 １     

 7 予備費 ３０，０００     

 1 予備費 ３０，０００     

３２，５４７，４７４     歳 出 合 計

金 額

－6－
－6－



(単位：千円)

款 項

 4 子ども・子育て支援納付金分 １７５，３９３     

 5 公債費 １００     

 1 公債費 １００     

 6 諸支出金 ５１，００１     

 1 償還金及び還付加算金 ５１，０００     

 2 延滞金 １     

 7 予備費 ３０，０００     

 1 予備費 ３０，０００     

３２，５４７，４７４     歳 出 合 計

金 額

－6－

第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 国民健康保険料納入通知書等印刷及び封入封緘業務
令和　８年度から
令和　９年度まで

　３０，０００千円

－7－
－7－
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令和８年度高槻市介護保険特別会計予算 
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議案第 ３４ 号 

 

令和８年度高槻市介護保険特別会計予算 

 

 

    令和８年度高槻市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算）                                                                                                             

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,999,884 千円 と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用   

                         

 

                                                                                                       

   令和 ８ 年 ２ 月２５日提出                  

                                                                                          高槻市長  濱 田 剛 史 

－11－
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  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 ６，９２０，５３９     

 1 介護保険料 ６，９２０，５３９     

 2 国庫支出金 ９，４９２，２５０     

 1 国庫負担金 ６，６６８，４０８     

 2 国庫補助金 ２，８２３，８４２     

 3 支払基金交付金 １０，２３３，７８２     

 1 支払基金交付金 １０，２３３，７８２     

 4 府支出金 ５，２８６，９８７     

 1 府負担金 ５，０２８，４６２     

 2 府補助金 ２５８，５２５     

 5 財産収入 １     

 1 財産運用収入 １     

 6 繰入金 ７，０６５，８３７     

 1 一般会計繰入金 ５，９６８，２８２     

 2 基金繰入金 １，０９７，５５５     

 7 諸収入 ４８８     

 1 延滞金加算金及び過料 ２     

金 額

－12－
－12－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 ６，９２０，５３９     

 1 介護保険料 ６，９２０，５３９     

 2 国庫支出金 ９，４９２，２５０     

 1 国庫負担金 ６，６６８，４０８     

 2 国庫補助金 ２，８２３，８４２     

 3 支払基金交付金 １０，２３３，７８２     

 1 支払基金交付金 １０，２３３，７８２     

 4 府支出金 ５，２８６，９８７     

 1 府負担金 ５，０２８，４６２     

 2 府補助金 ２５８，５２５     

 5 財産収入 １     

 1 財産運用収入 １     

 6 繰入金 ７，０６５，８３７     

 1 一般会計繰入金 ５，９６８，２８２     

 2 基金繰入金 １，０９７，５５５     

 7 諸収入 ４８８     

 1 延滞金加算金及び過料 ２     

金 額

－12－

(単位：千円)

款 項

 2 雑入 ４８６     

３８，９９９，８８４     

金 額

歳 入 合 計

－13－
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    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ８５６，２４４     

 1 総務管理費 ４７４，９９７     

 2 徴収費 ４７，４４９     

 3 介護認定事務事業費 ３３０，２４７     

 4 趣旨普及費 ３，５５１     

 2 保険給付費 ３５，９９０，３７３     

 1 介護サービス等諸費 ３２，５４２，８９４     

 2 介護予防サービス等諸費 １，６００，４６８     

 3 特定入所者介護サービス費 ５３４，７１４     

 4 高額介護サービス等諸費 １，２７６，４２３     

 5 その他諸費 ３５，８７４     

 3 地域支援事業費 ２，００４，８０１     

 1 介護予防事業費 ８０，１７３     

 2 包括的支援事業費 ３６，１９１     

 3 任意事業費 ８２，６２０     

 4 介護予防・生活支援サービス事業費 １，７９８，９４０     

 5 その他諸費 ６，８７７     

金 額

－14－
－14－



    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ８５６，２４４     

 1 総務管理費 ４７４，９９７     

 2 徴収費 ４７，４４９     

 3 介護認定事務事業費 ３３０，２４７     

 4 趣旨普及費 ３，５５１     

 2 保険給付費 ３５，９９０，３７３     

 1 介護サービス等諸費 ３２，５４２，８９４     

 2 介護予防サービス等諸費 １，６００，４６８     

 3 特定入所者介護サービス費 ５３４，７１４     

 4 高額介護サービス等諸費 １，２７６，４２３     

 5 その他諸費 ３５，８７４     

 3 地域支援事業費 ２，００４，８０１     

 1 介護予防事業費 ８０，１７３     

 2 包括的支援事業費 ３６，１９１     

 3 任意事業費 ８２，６２０     

 4 介護予防・生活支援サービス事業費 １，７９８，９４０     

 5 その他諸費 ６，８７７     

金 額

－14－

(単位：千円)

款 項

 4 基金積立金 １４，４７１     

 1 基金積立金 １４，４７１     

 5 諸支出金 １３０，９９５     

 1 償還金及び還付加算金 ９，３１２     

 2 繰出金 １２１，６８３     

 6 予備費 ３，０００     

 1 予備費 ３，０００     

３８，９９９，８８４     

金 額

歳 出 合 計

－15－
－15－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 介護保険負担割合証等印刷及び封入封緘業務
令和　８年度から
令和　９年度まで

５，６００千円

 介護保険料納入通知書等印刷及び封入封緘業務 令和　９年度 ２５，０００千円

－16－
－16－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 介護保険負担割合証等印刷及び封入封緘業務
令和　８年度から
令和　９年度まで

５，６００千円

 介護保険料納入通知書等印刷及び封入封緘業務 令和　９年度 ２５，０００千円

－16－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第 ３５ 号 

 

令和８年度高槻市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

    令和８年度高槻市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算）                                                                                                             

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,232,927 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

 

          

                                                                                                                          

   令和 ８ 年 ２ 月２５日提出                  

                                                                                          高槻市長  濱 田 剛 史 

－19－
－19－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ７，５６０，４８３     

 1 後期高齢者医療保険料 ７，５６０，４８３     

 2 繰入金 １，６７２，４３８     

 1 一般会計繰入金 １，６７２，４３８     

 3 諸収入 ６     

 1 延滞金、加算金及び過料 ２     

 2 償還金及び還付加算金 ２     

 3 雑入 ２     

９，２３２，９２７     

金 額

歳 入 合 計

－20－
－20－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ７，５６０，４８３     

 1 後期高齢者医療保険料 ７，５６０，４８３     

 2 繰入金 １，６７２，４３８     

 1 一般会計繰入金 １，６７２，４３８     

 3 諸収入 ６     

 1 延滞金、加算金及び過料 ２     

 2 償還金及び還付加算金 ２     

 3 雑入 ２     

９，２３２，９２７     

金 額

歳 入 合 計

－20－

    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ２３７，５６７     

 1 総務管理費 ２０８，５５２     

 2 徴収費 ２９，０１５     

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 ８，９８７，８６０     

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 ８，９８７，８６０     

 3 諸支出金 ６，５００     

 1 償還金及び還付加算金 ６，５００     

 4 予備費 １，０００     

 1 予備費 １，０００     

９，２３２，９２７     

金 額

歳 出 合 計

－21－
－21－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 後期高齢者医療保険料納入通知書等印刷
 及び封入封緘業務

令和　９年度 １５，０００千円

－22－
－22－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 後期高齢者医療保険料納入通知書等印刷
 及び封入封緘業務

令和　９年度 １５，０００千円

－22－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－23－
－23－





 

 

議案第 ３６ 号 

 

令和８年度高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

 

    令和８年度高槻市の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算）                                                                                                             

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 153,016 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 

 ３表 地方債」による。 

 

 

                                                                                                                                   

   令和 ８ 年 ２ 月２５日提出                  

                                                                                          高槻市長  濱 田 剛 史 

－25－
－25－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 繰入金 ６２，５４７     

 1 一般会計繰入金 ６２，５４７     

 2 諸収入 ４３，２１１     

 1 貸付金元利収入 ４３，２１０     

 2 雑入 １     

 3 市債 ４７，２５８     

 1 市債 ４７，２５８     

１５３，０１６     

金 額

歳 入 合 計

－26－
－26－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 繰入金 ６２，５４７     

 1 一般会計繰入金 ６２，５４７     

 2 諸収入 ４３，２１１     

 1 貸付金元利収入 ４３，２１０     

 2 雑入 １     

 3 市債 ４７，２５８     

 1 市債 ４７，２５８     

１５３，０１６     

金 額

歳 入 合 計

－26－

    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ４８，９４０     

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ４８，９４０     

 2 公債費 ６９，２５３     

 1 公債費 ６９，２５３     

 3 諸支出金 ３４，８２３     

 1 諸費 ３４，８２３     

１５３，０１６     

金 額

歳 出 合 計

－27－
－27－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 コンビニエンスストア収納代行業務 令和 ９年度 １８９千円

－28－

第３表　地方債

起　債　の　目　的 限　度　額 起 債 の 方 法 利    率 償　還　の　方　法

千円
  １．借 入 先 政府

　２．償還方法 母子及び父子並びに寡婦福祉法第３７条第２
項、第４項及び第６項の規定により償還する

普　通　貸　借 無利子母子父子寡婦福祉資金貸付事業 47,258

－28－



第２表　債務負担行為

事　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

 コンビニエンスストア収納代行業務 令和 ９年度 １８９千円

－28－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市財産区会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－29－
－29－





 

 

議案第 ３７ 号 

 

令和８年度高槻市財産区会計予算 

 

 

    令和８年度高槻市の財産区会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算）                                                                                                             

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,509,927 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。 

  

 

 

                                           

 

 

 

                                                                                         

   令和 ８ 年 ２ 月２５日提出                  

                                                                                          高槻市長  濱 田 剛 史 

－31－
－31－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 富田町財産区収入 ８５７，７２４     

 1 富田町財産区収入 ８５７，７２４     

 2 大字原財産区収入 ９，１３９     

 1 大字原財産区収入 ９，１３９     

 3 大字塚原財産区収入 ９，６１６     

 1 大字塚原財産区収入 ９，６１６     

 4 大字唐崎財産区収入 ３５，３０２     

 1 大字唐崎財産区収入 ３５，３０２     

 5 大字赤大路財産区収入 ６，１３８     

 1 大字赤大路財産区収入 ６，１３８     

 6 大字氷室財産区収入 ４６９，２５７     

 1 大字氷室財産区収入 ４６９，２５７     

 7 大字真上財産区収入 １１１，１４１     

 1 大字真上財産区収入 １１１，１４１     

 8 大字辻子財産区収入 ５，３２０     

 1 大字辻子財産区収入 ５，３２０     

 9 大字下財産区収入 ４，９７５     

金 額

－32－
－32－



  第１表　歳入歳出予算

    歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 富田町財産区収入 ８５７，７２４     

 1 富田町財産区収入 ８５７，７２４     

 2 大字原財産区収入 ９，１３９     

 1 大字原財産区収入 ９，１３９     

 3 大字塚原財産区収入 ９，６１６     

 1 大字塚原財産区収入 ９，６１６     

 4 大字唐崎財産区収入 ３５，３０２     

 1 大字唐崎財産区収入 ３５，３０２     

 5 大字赤大路財産区収入 ６，１３８     

 1 大字赤大路財産区収入 ６，１３８     

 6 大字氷室財産区収入 ４６９，２５７     

 1 大字氷室財産区収入 ４６９，２５７     

 7 大字真上財産区収入 １１１，１４１     

 1 大字真上財産区収入 １１１，１４１     

 8 大字辻子財産区収入 ５，３２０     

 1 大字辻子財産区収入 ５，３２０     

 9 大字下財産区収入 ４，９７５     

金 額

－32－

(単位：千円)

款 項

 1 大字下財産区収入 ４，９７５     

10 大字安満財産区収入 ５５５，９７７     

 1 大字安満財産区収入 ５５５，９７７     

11 大字成合財産区収入 １２，５３２     

 1 大字成合財産区収入 １２，５３２     

12 大字庄所財産区収入 ３２，３５６     

 1 大字庄所財産区収入 ３２，３５６     

13 大字津之江財産区収入 ５７６     

 1 大字津之江財産区収入 ５７６     

14 大字奈佐原財産区収入 １０１，９９４     

 1 大字奈佐原財産区収入 １０１，９９４     

15 大字前島財産区収入 ５３，０２９     

 1 大字前島財産区収入 ５３，０２９     

16 大字土橋財産区収入 ７，９８４     

 1 大字土橋財産区収入 ７，９８４     

17 大字野中財産区収入 ７，０２８     

 1 大字野中財産区収入 ７，０２８     

金 額

－33－
－33－



(単位：千円)

款 項

18 大字中小路財産区収入 ５，１９０     

 1 大字中小路財産区収入 ５，１９０     

19 大字服部財産区収入 ３，６８６     

 1 大字服部財産区収入 ３，６８６     

20 大字土室財産区収入 １２３，８９６     

 1 大字土室財産区収入 １２３，８９６     

21 大字別所財産区収入 ２，４５４     

 1 大字別所財産区収入 ２，４５４     

22 大字萩谷財産区収入 ２９１，７５３     

 1 大字萩谷財産区収入 ２９１，７５３     

23 大字井尻財産区収入 ９，７８６     

 1 大字井尻財産区収入 ９，７８６     

24 大字鵜殿財産区収入 ３４，７５６     

 1 大字鵜殿財産区収入 ３４，７５６     

25 大字上牧財産区収入 ３１，５８７     

 1 大字上牧財産区収入 ３１，５８７     

26 大字梶原財産区収入 ８４，１７２     

金 額

－34－
－34－



(単位：千円)

款 項

18 大字中小路財産区収入 ５，１９０     

 1 大字中小路財産区収入 ５，１９０     

19 大字服部財産区収入 ３，６８６     

 1 大字服部財産区収入 ３，６８６     

20 大字土室財産区収入 １２３，８９６     

 1 大字土室財産区収入 １２３，８９６     

21 大字別所財産区収入 ２，４５４     

 1 大字別所財産区収入 ２，４５４     

22 大字萩谷財産区収入 ２９１，７５３     

 1 大字萩谷財産区収入 ２９１，７５３     

23 大字井尻財産区収入 ９，７８６     

 1 大字井尻財産区収入 ９，７８６     

24 大字鵜殿財産区収入 ３４，７５６     

 1 大字鵜殿財産区収入 ３４，７５６     

25 大字上牧財産区収入 ３１，５８７     

 1 大字上牧財産区収入 ３１，５８７     

26 大字梶原財産区収入 ８４，１７２     

金 額

－34－

(単位：千円)

款 項

 1 大字梶原財産区収入 ８４，１７２     

27 大字神内財産区収入 ５，９９８     

 1 大字神内財産区収入 ５，９９８     

28 大字萩之庄財産区収入 ３５，６９８     

 1 大字萩之庄財産区収入 ３５，６９８     

29 大字西五百住財産区収入 ２３３，８４５     

 1 大字西五百住財産区収入 ２３３，８４５     

30 大字岡本財産区収入 １５６，０３１     

 1 大字岡本財産区収入 １５６，０３１     

31 大字東天川財産区収入 ７，３０２     

 1 大字東天川財産区収入 ７，３０２     

32 大字宮田財産区収入 １５７，４３７     

 1 大字宮田財産区収入 １５７，４３７     

33 大字野田財産区収入 ３１，７７６     

 1 大字野田財産区収入 ３１，７７６     

34 大字高槻財産区収入 ２，８６１     

 1 大字高槻財産区収入 ２，８６１     

金 額

－35－
－35－



(単位：千円)

款 項

35 大字霊仙寺財産区収入 ３，１３４     

 1 大字霊仙寺財産区収入 ３，１３４     

36 大字西面財産区収入 ２，３１４     

 1 大字西面財産区収入 ２，３１４     

37 大字芝生財産区収入 ４９，４８３     

 1 大字芝生財産区収入 ４９，４８３     

38 大字郡家財産区収入 ５５６，４３３     

 1 大字郡家財産区収入 ５５６，４３３     

39 大字東五百住財産区収入 ３９７，２６１     

 1 大字東五百住財産区収入 ３９７，２６１     

40 大字古曽部財産区収入 ２，９８６     

 1 大字古曽部財産区収入 ２，９８６     

４，５０９，９２７     歳 入 合 計

金 額

－36－
－36－



(単位：千円)

款 項

35 大字霊仙寺財産区収入 ３，１３４     

 1 大字霊仙寺財産区収入 ３，１３４     

36 大字西面財産区収入 ２，３１４     

 1 大字西面財産区収入 ２，３１４     

37 大字芝生財産区収入 ４９，４８３     

 1 大字芝生財産区収入 ４９，４８３     

38 大字郡家財産区収入 ５５６，４３３     

 1 大字郡家財産区収入 ５５６，４３３     

39 大字東五百住財産区収入 ３９７，２６１     

 1 大字東五百住財産区収入 ３９７，２６１     

40 大字古曽部財産区収入 ２，９８６     

 1 大字古曽部財産区収入 ２，９８６     

４，５０９，９２７     歳 入 合 計

金 額

－36－

    歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 富田町財産区支出 １５，３４７     

 1 富田町財産区支出 １５，３４７     

 2 大字塚原財産区支出 １     

 1 大字塚原財産区支出 １     

 3 大字唐崎財産区支出 ３，７１１     

 1 大字唐崎財産区支出 ３，７１１     

 4 大字赤大路財産区支出 ２８１     

 1 大字赤大路財産区支出 ２８１     

 5 大字氷室財産区支出 １３，３５１     

 1 大字氷室財産区支出 １３，３５１     

 6 大字真上財産区支出 ２，８７１     

 1 大字真上財産区支出 ２，８７１     

 7 大字辻子財産区支出 ６９５     

 1 大字辻子財産区支出 ６９５     

 8 大字下財産区支出 ２     

 1 大字下財産区支出 ２     

 9 大字安満財産区支出 ３３，８６４     

金 額

－37－
－37－



(単位：千円)

款 項

 1 大字安満財産区支出 ３３，８６４     

10 大字成合財産区支出 １１０     

 1 大字成合財産区支出 １１０     

11 大字庄所財産区支出 ３，０５２     

 1 大字庄所財産区支出 ３，０５２     

12 大字津之江財産区支出 １     

 1 大字津之江財産区支出 １     

13 大字奈佐原財産区支出 １，８６１     

 1 大字奈佐原財産区支出 １，８６１     

14 大字前島財産区支出 ２，５７８     

 1 大字前島財産区支出 ２，５７８     

15 大字土橋財産区支出 ２０８     

 1 大字土橋財産区支出 ２０８     

16 大字野中財産区支出 １９３     

 1 大字野中財産区支出 １９３     

17 大字中小路財産区支出 １９３     

 1 大字中小路財産区支出 １９３     

金 額

－38－
－38－



(単位：千円)

款 項

 1 大字安満財産区支出 ３３，８６４     

10 大字成合財産区支出 １１０     

 1 大字成合財産区支出 １１０     

11 大字庄所財産区支出 ３，０５２     

 1 大字庄所財産区支出 ３，０５２     

12 大字津之江財産区支出 １     

 1 大字津之江財産区支出 １     

13 大字奈佐原財産区支出 １，８６１     

 1 大字奈佐原財産区支出 １，８６１     

14 大字前島財産区支出 ２，５７８     

 1 大字前島財産区支出 ２，５７８     

15 大字土橋財産区支出 ２０８     

 1 大字土橋財産区支出 ２０８     

16 大字野中財産区支出 １９３     

 1 大字野中財産区支出 １９３     

17 大字中小路財産区支出 １９３     

 1 大字中小路財産区支出 １９３     

金 額

－38－

(単位：千円)

款 項

18 大字服部財産区支出 １     

 1 大字服部財産区支出 １     

19 大字土室財産区支出 ７，６８４     

 1 大字土室財産区支出 ７，６８４     

20 大字別所財産区支出 １，３０２     

 1 大字別所財産区支出 １，３０２     

21 大字萩谷財産区支出 ２，７７２     

 1 大字萩谷財産区支出 ２，７７２     

22 大字井尻財産区支出 ４３８     

 1 大字井尻財産区支出 ４３８     

23 大字鵜殿財産区支出 ２９６     

 1 大字鵜殿財産区支出 ２９６     

24 大字上牧財産区支出 ２９１     

 1 大字上牧財産区支出 ２９１     

25 大字梶原財産区支出 ４２４     

 1 大字梶原財産区支出 ４２４     

26 大字神内財産区支出 ５     

金 額

－39－
－39－



(単位：千円)

款 項

 1 大字神内財産区支出 ５     

27 大字萩之庄財産区支出 １２     

 1 大字萩之庄財産区支出 １２     

28 大字西五百住財産区支出 ４，０３２     

 1 大字西五百住財産区支出 ４，０３２     

29 大字岡本財産区支出 １１，１７７     

 1 大字岡本財産区支出 １１，１７７     

30 大字東天川財産区支出 ６６８     

 1 大字東天川財産区支出 ６６８     

31 大字宮田財産区支出 ３，８３８     

 1 大字宮田財産区支出 ３，８３８     

32 大字野田財産区支出 １，５２０     

 1 大字野田財産区支出 １，５２０     

33 大字高槻財産区支出 １１０     

 1 大字高槻財産区支出 １１０     

34 大字西面財産区支出 １     

 1 大字西面財産区支出 １     

金 額

－40－
－40－



(単位：千円)

款 項

 1 大字神内財産区支出 ５     

27 大字萩之庄財産区支出 １２     

 1 大字萩之庄財産区支出 １２     

28 大字西五百住財産区支出 ４，０３２     

 1 大字西五百住財産区支出 ４，０３２     

29 大字岡本財産区支出 １１，１７７     

 1 大字岡本財産区支出 １１，１７７     

30 大字東天川財産区支出 ６６８     

 1 大字東天川財産区支出 ６６８     

31 大字宮田財産区支出 ３，８３８     

 1 大字宮田財産区支出 ３，８３８     

32 大字野田財産区支出 １，５２０     

 1 大字野田財産区支出 １，５２０     

33 大字高槻財産区支出 １１０     

 1 大字高槻財産区支出 １１０     

34 大字西面財産区支出 １     

 1 大字西面財産区支出 １     

金 額

－40－

(単位：千円)

款 項

35 大字芝生財産区支出 ３，３８６     

 1 大字芝生財産区支出 ３，３８６     

36 大字郡家財産区支出 １４，３４４     

 1 大字郡家財産区支出 １４，３４４     

37 大字東五百住財産区支出 ５，３７８     

 1 大字東五百住財産区支出 ５，３７８     

38 大字古曽部財産区支出 １     

 1 大字古曽部財産区支出 １     

39 予備費 ４，３７３，９２８     

 1 予備費 ４，３７３，９２８     

４，５０９，９２７     

金 額

歳 出 合 計

－41－
－41－



－42－
－42－



－42－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市下水道等事業会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－43－
－43－





議案第 ３８ 号

令 和 ８ 年 度 高 槻 市 下 水 道 等 事 業 会 計 予 算

　（総　則）

第１条 令和８年度高槻市下水道等事業会計予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 人

(2) ha

(3)

　下水道建設事業 千円

管渠・施設等の改築、更新

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円予 備 費

処 理 区 域 面 積 3,292

特 別 損 失

606,629

下 水 道 等 事 業 収 益

営 業 費 用

処 理 区 域 内 人 口

20,000

営 業 外 費 用

主要な建設改良事業

2,158,486

9,049,488

4,000

下 水 道 等 事 業 費 用

6,162,310

営 業 外 収 益 2,887,178

343,817

8,691,005

収　　　　　　　　　　　入

支　　　　　　　　　　　出

営 業 収 益

9,321,634

－45－

－45－



　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,644,462千円は当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 102,817千円、過年度分損益勘定留保資金191,824千円、当年度分損益勘定留保資金 2,349,821千円

で補填するものとする。）。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

　 (債務負担行為）

第５条

支　　　　　　　　　　　出

2,158,486

4,538,975

建 設 改 良 費

資 本 的 支 出

企 業 債 償 還 金 2,380,189

132,500

負 担 金

補 助 金

335,963他 会 計 補 助 金

1,250

1,894,513

投 資 300

1,424,800

収　　　　　　　　　　　入

企 業 債

資 本 的 収 入

事　　　　項 限　　度　　額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

期　　　　間

雨水取口等電気設備更新工事 令和９年度 31,500 千円

－46－
－46－



　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,644,462千円は当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 102,817千円、過年度分損益勘定留保資金191,824千円、当年度分損益勘定留保資金 2,349,821千円

で補填するものとする。）。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

　 (債務負担行為）

第５条

支　　　　　　　　　　　出

2,158,486

4,538,975

建 設 改 良 費

資 本 的 支 出

企 業 債 償 還 金 2,380,189

132,500

負 担 金

補 助 金

335,963他 会 計 補 助 金

1,250

1,894,513

投 資 300

1,424,800

収　　　　　　　　　　　入

企 業 債

資 本 的 収 入

事　　　　項 限　　度　　額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

期　　　　間

雨水取口等電気設備更新工事 令和９年度 31,500 千円

－46－

　 (企業債）

第６条

千円 年　　％以内

１　借入先

　公共下水道事業  普通貸借

２　償還期限 ４０年以内

　又　は ３　据置期間 ５年以内

４　償還方法

 証券発行

　流域下水道事業 ５　その他 必要に応じて繰上償還することができる

　（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、 5,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　営業費用と営業外費用との間の流用

起　債　の　目　的 利　　率

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

償　還　の　方　法

618,600

限　度　額 起債の方法

806,200

政府、大阪府、地方公共団体金融機構、銀行
又はその他

年賦元利均等、半年賦元利均等、半年賦元金
均等又は借入先の融資条件による

６．０

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては当該見直し後
の利率）

－47－

－47－



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条

する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 千円

　（他会計からの補助金）

第10条 事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、335,963千円である。

高槻市長

427,027職員給与費

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

令和 ８ 年 ２ 月２５日提出

濱 田 剛 史 

－48－－48－



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条

する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 千円

　（他会計からの補助金）

第10条 事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、335,963千円である。

高槻市長

427,027職員給与費

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

令和 ８ 年 ２ 月２５日提出

濱 田 剛 史 

－48－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市自動車運送事業会計予算 
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議案第 ３９ 号 

令 和 ８ 年 度 高 槻 市 自 動 車 運 送 事 業 会 計 予 算 

 

（ 総   則 ） 

第１条 令和８年度高槻市自動車運送事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（ 業務の予定量 ） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

            （１） 在 籍 車 両 数               165 両 

            （２） 年間総走行キロメートル          4,610,545 km 

            （３） 年 間 総 輸 送 人 員      18,607,905 人 

            （４） １ 日 平 均 輸 送 人 員      50,981 人 

（５） 主 要 な 建 設 改 良 事 業  

      事  業  費             316,311 千円 

       車両更新、車両整備器具の更新 他 

 

（ 収益的収入及び支出 ） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収            入 

                     第 １ 款  自動車運送事業収益         4,173,035千円 

                       第 １ 項  営 業 収 益         3,562,138千円 

                       第 ２ 項  営 業 外 収 益        610,897千円 

                     

支            出 

                     第 １ 款  自動車運送事業費用         4,211,738千円  

                       第 １ 項  営 業 費 用          4,046,120千円 

                       第 ２ 項  営 業 外 費 用         151,104千円 

                                        第 ３ 項  特 別 損 失            9,514千円 

                                        第 ４ 項  予 備 費                5,000千円 

                    

 

－51－
－51－



（ 資本的収入及び支出 ） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収           入 

                   第 １ 款  資 本 的 収 入           401,000千円 

第 １ 項    固 定 資 産 売 却 代 金             1,000千円 

                     第 ２ 項  投    資             400,000千円 

   

支           出 

                   第 １ 款  資 本 的 支 出            318,351千円 

                     第 １ 項  建 設 改 良 費         316,311千円 

                     第 ２ 項  企 業 債 償 還 金         2,040千円 

 

（ 一時借入金 ） 

第５条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。 

 

（ 予定支出の各項の経費の金額の流用 ） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用（消費税及び地方消費税、雑支出、固定資産売却損、過年度損益修正損） 

 

（ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。 

               （１） 職 員 給 与 費             2,656,170千円 

 

（ 他会計からの補助金 ） 

第８条 生活交通路線維持事業等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、473,625千円である。 

 

（ たな卸資産購入限度額 ） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、261,793千円と定める。 

 

 

－52－

－52－



    令和 ８ 年 ２ 月２５日提出                                                                          

                                                                                               

－53－
－53－



－54－
－54－



－54－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度高槻市水道事業会計予算 
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議案第 ４０ 号

令 和 ８ 年 度 高 槻 市 水 道 事 業 会 計 予 算

　（総　則）

第１条 令和８年度高槻市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 170,536 戸

(2) ｍ
3

(3) 97,041 ｍ
3

(4)

　水道施設等整備費 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量 35,420,000

１ 日 平 均 給 水 量

主要な建設改良事業

1,103,627

管路耐震化工事 総延長  1,883ｍ

萩谷中継ポンプ場萩谷低区1・2号送水ポンプ更新工事

大冠浄水場取水ポンプ更新工事

収　　　　　　　　　　　入

水 道 事 業 収 益 7,156,588

営 業 収 益 5,459,647

営 業 外 収 益 1,696,743

特 別 利 益 198

支　　　　　　　　　　　出

水 道 事 業 費 用 6,186,033

営 業 費 用 6,055,824

営 業 外 費 用 105,124

特 別 損 失 5,085

予 備 費 20,000

－57－
－57－



　（資本的収入及び支出）

第４条

ものとする。）。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,598,868千円は当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 118,540千円、建設改良積立金 162,931千円、当年度分損益勘定留保資金 1,317,397千円で補填する

収　　　　　　　　　　　入

資 本 的 収 入 211,426

負 担 金 126,816

国 庫 支 出 金 84,610

支　　　　　　　　　　　出

資 本 的 支 出 1,810,294

建 設 改 良 費 1,275,842

企 業 債 償 還 金 30,542

投 資 500,000

国 庫 支 出 金 返 還 金 3,910

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

　　地下水採取量調査業務
令和8年度から
令和9年度まで

38,940千円

　　上下水道料金システム
    移行用データ抽出業務

令和8年度から
令和9年度まで

12,000千円

－58－
－58－



　（資本的収入及び支出）

第４条

ものとする。）。

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 １ 款 千円

第 １ 項 千円

第 ２ 項 千円

第 ３ 項 千円

第 ４ 項 千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,598,868千円は当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 118,540千円、建設改良積立金 162,931千円、当年度分損益勘定留保資金 1,317,397千円で補填する

収　　　　　　　　　　　入

資 本 的 収 入 211,426

負 担 金 126,816

国 庫 支 出 金 84,610

支　　　　　　　　　　　出

資 本 的 支 出 1,810,294

建 設 改 良 費 1,275,842

企 業 債 償 還 金 30,542

投 資 500,000

国 庫 支 出 金 返 還 金 3,910

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

　　地下水採取量調査業務
令和8年度から
令和9年度まで

38,940千円

　　上下水道料金システム
    移行用データ抽出業務

令和8年度から
令和9年度まで

12,000千円

－58－

　（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、 100,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用（企業債利息、消費税及び地方消費税又は過年度損益修正損）

(2) 建設改良費、企業債償還金及び国庫支出金返還金の間の流用（企業債償還金又は国庫補助金返還金）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条

場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 千円

　（他会計からの補助金）

第９条

　（たな卸資産購入限度額）

第１０条

高槻市長

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する

 職員給与費 730,231

基本料金無償化に係る補助金等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,049,437千円である。

たな卸資産の購入限度額は、83,367千円と定める。

令和 ８ 年 ２ 月２５日提出

濱 田　剛 史

－59－
－59－
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古紙配合率70％再生紙を使用しています




